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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施

行規則の一部を改正する省令案について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局雇用政策課 

 

１．改正の趣旨 

○ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和 41 年法律第 132 号。以下「法」という。）第 15 条において、職業安定機関等は、

労働者の雇入れ等の雇用に関する事項について事業主等から援助を求められたときは、そ

の者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならないこととされている。 

 

○ 平成 23 年度税制改正により雇用促進税制（※１）が創設された際、職業安定機関は、

労働者の雇入れを促進するための計画（以下「雇用促進計画」という。）を作成した事業

主に対して、法第 15 条に規定する雇用に関する援助として、必要な助言等を行わなけれ

ばならないことを労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律施行規則（昭和 41 年労働省令第 23 号。以下「規則」という。）附則第

８条第１項に規定した。 

  その後、平成 27 年度税制改正により地方拠点強化税制における雇用促進税制（※２）

が創設された際も、地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第 17 条の２の規定に基づく地

方活力向上地域等特定業務施設整備計画（以下「整備計画」という。）について都道府県

知事の認定を受けた事業主が雇用促進計画を作成した場合も、法第 15 条に規定する雇用

に関する援助として、必要な助言等を行わなければならないこととした。なお、規則様式

第５号において雇用促進計画の様式について規定している。 

（※１）雇用機会が不足している地域において、無期雇用かつフルタイムの雇用者を増加させた場合、そ

の増加数に応じて税額控除が受けられる制度。 

（※２）企業の本社機能を地方で拡充又は東京 23区から地方へ移転し、拡充・移転のため整備した特定

業務施設において雇用者を増加させた場合、その増加数に応じて税額控除が受けられる制度。 

 

○ 今般、令和６年度税制改正により、令和６年３月 31 日で適用期限を迎える地方拠点強

化税制における雇用促進税制について、その適用期限を２年延長するとともに、整備計画

が特定業務施設の新設に係るものである場合には本制度の適用年度をその特定業務施設

を事業の用に供した日から同日の翌日以後２年を経過する日までの期間とする等の改正

が決定されたことを踏まえ、規則について、所要の改正を行うものである。 

 

○ なお、平成 23 年度税制改正により創設された雇用促進税制は平成 30 年度税制改正によ

り廃止されている。 
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２．改正の概要 

○ 職業安定機関が行う雇用促進計画を活用した雇用に関する援助の期間を４年延長し、令

和 13 年３月 30 日までに改める（規則附則第８条第１項）（※３）。 

（※３）規則附則第８条第１項の規定に基づく雇用に関する援助は、雇用促進計画期間において行うが、

当該期間の最終日は、制度上令和 13 年３月 30 日までとなる。 

 

○ 雇用促進計画について、記載事項等の見直しを行う（規則様式第５号）。 

 

３．根拠条項 

○ 法第 15 条 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和６年３月末（予定） 

○ 施行期日：令和６年４月１日 
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○
厚
生
労
働
省
令
第

号

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法

律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
五
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び

職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
雇
用
促
進
計
画
を
活
用
し
た
雇
用
に
関
す
る
援
助
）

（
雇
用
促
進
計
画
を
活
用
し
た
雇
用
に
関
す
る
援
助
）

第
八
条

職
業
安
定
機
関
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三

第
八
条

職
業
安
定
機
関
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

月
三
十
日
ま
で
の
間
、
個
人
又
は
法
人
が
、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
よ
り
作

三
十
日
ま
で
の
間
、
個
人
又
は
法
人
が
、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
よ
り
作
成

成
さ
れ
た
労
働
者
の
雇
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お

さ
れ
た
労
働
者
の
雇
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

い
て
「
雇
用
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
そ
の
確
実
な
実
施
を
図

て
「
雇
用
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
そ
の
確
実
な
実
施
を
図
る

る
た
め
の
援
助
を
求
め
た
と
き
は
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
雇
用
に
関
す

た
め
の
援
助
を
求
め
た
と
き
は
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
雇
用
に
関
す
る

る
援
助
と
し
て
、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
対
し
て
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
措

援
助
と
し
て
、
当
該
個
人
又
は
法
人
に
対
し
て
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
措
置

置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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様
式
第
五
号
（
第
一
面
）
及
び
同
様
式
（
第
二
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5



（
様

式
第

５
号

）
（

第
１

面
）

①
雇
用
促
進
計
画
の
計
画
期
間
：
令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
か
ら
　
令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
ま
で

前
々

期
前

期
当

期

1
（
主
た
る

事
業
所
）

令
和

　
年

　
月

　
日

有
・

無
有

・
無

有
・

無
廃

止
・

新
設

2
令

和
　

年
　

月
　

日
有

・
無

有
・

無
有

・
無

廃
止

・
新

設

3
令

和
　

年
　

月
　

日
有

・
無

有
・

無
有

・
無

廃
止

・
新

設

4
令

和
　

年
　

月
　

日
有

・
無

有
・

無
有

・
無

廃
止

・
新

設

③
⑤

⑦
⑨

⑪
⑬

⑮
⑰

⑲
㉑

-
1

㉑
-
2

□
は

い
計

画
の

名
称

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

計
画

の
期

間
（

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

か
ら

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
ま

で
）

の
う

ち
　

　
期

目

※
当

該
計

画
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
「

番
号

」
の

欄
に

○
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

※
当

該
計

画
に

従
っ

て
事

業
所

を
新

設
に

よ
り

整
備

し
た

場
合

は
、

事
業

所
の

名
称

の
後

に
「

新
設

」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

□
い

い
え

※
当

該
計

画
及

び
当

該
計

画
の

計
画

期
間

に
お

け
る

労
働

者
の

増
加

数
等

の
記

載
事

項
が

分
か

る
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

㉔㉕㉖㉗

　

㉘

　

㉙㉚

＜
計

画
開

始
時

＞

労
働

施
策

の
総

合
的

な
推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
及

び
職

業
生

活
の

充
実

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
附

則
第

８
条

に
基

づ
き

、
雇

用
促

進
計

画
を

提
出

い
た

し
ま

す
。

年
　

　
　

月
　

　
　

日

個
人

事
業

主
氏

名
又

は
法

人
名

（
代

表
者

氏
名

）

所
　

　
在

　
　

地

担
当

者
名

及
び

連
絡

先

＜
計

画
終

了
時

＞
労

働
施

策
の

総
合

的
な

推
進

並
び

に
労

働
者

の
雇

用
の

安
定

及
び

職
業

生
活

の
充

実
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

附
則

第
８

条
に

基
づ

き
、

雇
用

促
進

計
画

の
達

成
状

況
に

つ
い

て
記

載
し

た
書

類
を

提
出

い
た

し
ま

す
。

年
　

　
　

月
　

　
　

日

個
人

事
業

主
氏

名
又

は
法

人
名

（
代

表
者

氏
名

）

所
　

　
在

　
　

地

担
当

者
名

及
び

連
絡

先

（
所

在
地

・
担

当
者

名
及

び
連

絡
先

は
計

画
開

始
時

か
ら

変
更

の
あ

る
場

合
の

み
記

載
）

基
準

日

雇
用
促
進
計
画
－
１

番
号

事
業

所
の

名
称

事
業

所
の

所
在

地
雇

用
保

険
適

用
事

業
所

番
号

②
労

働
者

の
数

(
計

画
期

間
の

初
日

の
前

日
)

⑩
労

働
者

の
目

標
増

加
数

⑫
労

働
者

の
数

(
計

画
期

間
の

末
日

)

⑱
労

働
者

増
加

数
（

⑫
-
②

）

㉒
過

去
の

事
業

主
都

合
離

職
の

有
無

事
業

所
の

廃
止

又
は

新
設

事
業

所
の

廃
止

又
は

新
設

を
行

っ
た

日

④
う

ち
雇

用
保

険
一

般
被

保
険

者
数

(
計

画
期

間
の

初
日

の
前

日
)

⑭
う

ち
雇

用
保

険
一

般
被

保
険

者
数

(
計

画
期

間
の

末
日

)

⑳
う

ち
雇

用
保

険
一

般
被

保
険

者
増

加
数

(
⑭

-
⑯

)
-
(
④

-
⑥

-
⑧

)

⑥
う

ち
使

用
人

兼
務

役
員

及
び

役
員

の
特

殊
関

係
者

数
(
計

画
期

間
の

初
日

の
前

日
)

⑧
う

ち
計

画
期

間
の

末
日

に
お

い
て

高
年

齢
被

保
険

者
で

あ
る

者
の

数

⑯
う

ち
使

用
人

兼
務

役
員

及
び

役
員

の
特

殊
関

係
者

数

令
和

　
年

　
月

　
日

令
和

　
年

　
月

　
日

令
和

　
年

　
月

　
日

令
和

　
年

　
月

　
日

計

※
⑧

欄
、

⑨
欄

、
⑫

～
㉒

欄
及

び
㉔

～
㉚

欄
は

、
計

画
期

間
の

終
期

に
記

入

　
㉓

　
他

の
法

令
に

基
づ

く
労

働
者

の
雇

入
れ

を
促

進
す

る
た

め
の

計
画

を
作

成
し

て
い

る
か

否
か

。
　

　
　

　
　

　
　

　
㉔

　
㉑

-
1
欄

の
数

又
は

㉑
-
2
欄

の
数

の
い

ず
れ

か
少

な
い

数
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

　
㉕

　
㉓

の
計

画
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

事
業

所
の

う
ち

「
番

号
」

の
欄

に
○

を
付

し
た

事
業

所
に

お
け

る
新

規
雇

用
労

働
者

（
雇

用
保

険
一

般
被

保
険

者
に

限
る

。
）

の
合

計
数

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

　
㉖

　
㉓

の
計

画
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

事
業

所
の

う
ち

「
番

号
」

の
欄

に
○

を
付

し
た

事
業

所
に

お
け

る
新

規
雇

用
労

働
者

（
雇

用
保

険
一

般
被

保
険

者
に

限
る

。
）

の
う

ち
次

の
ア

及
び

イ
の

要
件

を
満

た
す

者
の

合
計

数
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

　
　

　
　

ア
　

労
働

契
約

法
（

平
成

1
9
年

法
律

第
1
2
8
号

）
第

1
7
条

第
１

項
に

規
定

す
る

有
期

労
働

契
約

以
外

の
労

働
契

約
を

締
結

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

　
イ

　
短

時
間

労
働

者
及

び
有

期
雇

用
労

働
者

の
雇

用
管

理
の

改
善

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

５
年

法
律

第
7
6
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
労

働
者

で
な

い
こ

と
。

　
㉗

　
㉔

欄
の

数
又

は
㉖

欄
の

数
の

い
ず

れ
か

少
な

い
数

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

　
㉘

　
㉔

欄
の

数
か

ら
㉕

欄
の

数
を

控
除

し
た

数
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

　
㉙

　
㉓

の
計

画
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

事
業

所
の

う
ち

「
番

号
」

の
欄

に
○

を
付

し
た

事
業

所
に

お
け

る
他

の
事

業
所

か
ら

の
転

勤
者

（
雇

用
保

険
一

般
被

保
険

者
に

限
る

。
）

の
う

ち
㉖

欄
に

掲
げ

る
ア

及
び

イ
の

要
件

を
満

た
す

者
の

合
計

数
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

　
㉚

　
㉘

欄
の

数
又

は
㉙

欄
の

数
の

い
ず

れ
か

少
な

い
数

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

社
会

保
険

労
 
務

 
士

記
 
載

 
欄

作
成

年
月

日
・

提
出

代
行

者
・

事
務

代
理

者
の

表
示

氏
　

　
　

　
　

名
電

　
話

　
番

　
号

社
会

保
険

労
 
務

 
士

記
 
載

 
欄

作
成

年
月

日
・

提
出

代
行

者
・

事
務

代
理

者
の

表
示

氏
　

　
　

　
　

名
電

　
話

　
番

　
号

計
画
終
了
時
確
認
印

計
画
開
始
時
受
付
印

※
受
付
公
共
職
業
安

定
所
名

6



（
様

式
第

５
号

）
（
第
２

面
）

〔
記
入

上
の

注
意

〕

（
１

）

（
２

）

（
３

）

（
４

）

（
５

）

（
６

）

（
７

）

（
８

）

（
９

）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

　
⑧
欄

に
は

、
④
欄

の
数
に

含
ま
れ

る
者

の
う
ち

①
欄
の

計
画

期
間
の

末
日
に

お
い
て

雇
用
保

険
法

（
昭

和
4
9
年

法
律

第
1
1
6
号

）
第
3
7
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す
る

高
年
齢

被
保
険
者
で

あ
る
者

（
当
該

期
間
の
末

日
に
お

い
て
、

引
き
続

き
当
該

事
業
主

に
雇
用

さ
れ
て

い
る
者

に
限

り
、
⑥

欄
の
数

に
含
ま

れ
る

者
を
除

き
ま
す

。
）

の
数
を

記
載
し

、
⑨
欄

に
は
⑧

欄
の

数
を

合
計

し
た
数

を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

　
⑩
欄

に
は

①
欄
の

計
画
期

間
中
に

お
け

る
労
働

者
の
雇

入
れ

の
数
の

目
標
を

記
載
し

、
⑪
欄

に
は

⑩
欄

の
数

を
合
計

し
た

数
を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

ま
た
、

目
標
に

係
る
具

体
的
な

求
人
申

込
み
見

込
み
に

つ
い
て
は

、
「
雇

用
促
進
計

画
－
２

（
求
人

申
込
み

見
込

み
）
」

に
必

要
事
項

を
記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

　
⑫
欄

、
⑭

欄
及
び

⑯
欄
に

は
①
欄

の
計

画
期
間

の
末
日

の
数

を
記
載

し
、
⑬

欄
、
⑮

欄
及
び

⑰
欄

に
は

そ
れ

ぞ
れ
の

数
の

合
計
数

を
記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

　
⑱
欄

に
は

⑫
欄
の

数
か
ら

②
欄
の

数
を

控
除
し

た
数
を

記
載

し
て
く

だ
さ
い

。
ま
た

、
⑲
欄

に
は

⑱
欄

の
数

を
合
計

し
た

数
を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

　
⑳
欄

に
は

⑭
欄
の

数
か
ら

⑯
欄
の

数
を

控
除
し

た
数
か

ら
、

④
欄
の

数
か
ら

⑥
欄
及

び
⑧
欄

の
数

を
控

除
し

た
数
を

控
除

し
て
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

ま
た
、

㉑
-
1
欄

に
は

⑳
欄

の
数
を

合
計
し

た
数
を
、

㉑
-
2
欄
に

は
㉓
欄
の

計
画
の

対
象
と

な
っ
て
い

る
事

業
所
の

う
ち
「

番
号

」
の
欄

に
○
を

付
し
た

事
業

所
に
お

け
る
⑳

欄
の

数
を
合

計
し
た

数
を
、

そ
れ
ぞ

れ
記

載
し

て
く

だ
さ
い

。

　
雇
用

促
進

計
画
の

計
画
期

間
の
始

期
に

お
い
て

は
、
①

欄
か

ら
⑦
欄

ま
で
、

⑩
欄
、

⑪
欄
及

び
㉓
欄

を
記

載
す
る

と
と

も
に
、

事
業
所

の
名
称

及
び
事

業
所
の
所

在
地
を

記
載
し

て
く
だ
さ

い
。

雇
用
保
険

適
用

事
業
所
の
場

合
に
は
、
雇
用

保
険
適
用
事
業

所
番

号
を

記
載
し

て
く

だ
さ
い

。

　
雇
用

促
進

計
画
の

計
画
期

間
の
終

期
に

お
い
て

は
、
⑧

欄
、

⑨
欄
、

⑫
欄
か

ら
㉒
欄

ま
で

及
び
㉔
欄

か
ら

㉚
欄

ま
で

を
記
載

す
る

と
と
も

に
、
当

該
期
間

中
に
事

業
所
の
廃

止
又
は

新
設
を

行
っ
た
場

合
は

、
該
当
箇

所
に

記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

　
①
欄

に
は

、
当
期

の
雇
用

促
進
計

画
の

計
画
期

間
（
法

人
の

場
合
は

事
業
年

度
、
個

人
事
業

主
の

場
合

は
暦

年
。
以

下
同

じ
。
）

を
記
載

し
て
く

だ
さ

い
。
当

該
期
間

に
㉓

欄
の

「
計
画

の
期
間

」
の
初

日
が
含
ま

れ
る

場
合
は
、

そ
の
初

日
を
当

該
期
間

の
始
期
と

し
て

記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

　
②
欄

、
④

欄
及
び

⑥
欄
に

は
①
欄

の
計

画
期
間

の
初
日

の
前

日
（
当

該
期
間

の
初
日

が
㉓
欄

の
「

計
画
の

期
間

」
の
初

日
で
あ

る
場
合

に
は
、

法
人
に
あ

っ
て
は

当
該
初

日
が
含

ま
れ
る
事

業
年

度
開
始
の

日
の

前
日
、
個
人

事
業
主
に
あ
っ

て
は

当
該
初
日

が
含

ま
れ

る
年
の

前
年

の
1
2
月

3
1
日
）

の
数
を

記
載

し
、
③

欄
、
⑤

欄
及

び
⑦
欄

に
は
そ

れ
ぞ
れ

の
数
の

合
計

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

　
⑥
欄

及
び

⑯
欄
の

「
使
用

人
兼
務

役
員

及
び
役

員
の
特

殊
関

係
者
」

と
は
、

雇
用
保

険
一
般

被
保

険
者

で
あ

る
役
員

及
び

役
員
の

特
殊
関

係
者
を

い
い

ま
す
。

「
役
員

の
特
殊

関
係
者

」
と
は

、
（
１

）
役
員

の
親
族
、

（
２
）

役
員
と
婚

姻
の
届

出
を
し

て
い
な

い
が

事
実
上

婚
姻

関
係
と

同
様
の

事
情
に

あ
る

人
、
（

３
）
左

記
（

１
）
及

び
（
２

）
以
外

で
、
役

員
か

ら
生

計
の

支
援
を

受
け

て
い
る

人
、
（

４
）
左

記
（

２
）
又

は
（
３

）
と
生

計
を
一

に
し
て

い
る
、

こ
れ
ら

の
人
の
親

族
を
い

い
ま
す
。

　
㉙
欄

に
は

、
㉓

欄
の

計
画
の

対
象
と
な
っ

て
い
る

事
業
所

に
お
け

る
、

①
欄
の

計
画
期

間
中
に
他

の
事
業

所
か
ら

転
勤
し

た
雇
用

保
険
一
般

被
保
険

者
の
う

ち
、
労

働
契
約

法
第
1
7
条
第
１

項
に
規

定
す
る
有

期
労
働

契
約
以

外
の

労
働
契

約
を
締

結
し
、
か

つ
、
短

時
間

労
働

者
及

び
有
期

雇
用
労

働
者
の

雇
用

管
理
の

改
善
等

に
関

す
る
法

律
第
２

条
第
１

項
に
規

定
す

る
短

時
間

労
働
者

で
な

い
労
働

者
（
①

欄
の
計

画
期

間
中
に

新
た
に

雇
用
し

た
雇
用

保
険
一

般
被
保

険
者
で

当
該
期
間

の
末
日

に
お
い
て
㉓

欄
の

計
画
の

対
象
と

な
っ

て
い
る

事
業

所
の
う

ち
「
番

号
」
の

欄
に

○
を
付

し
た
事

業
所

に
雇
用

保
険
一

般
被
保

険
者
と

し
て

勤
務

し
て

い
る
労

働
者

を
除
き

ま
す
。

）
で
あ

り
、

当
該
期

間
の
末

日
に
お

い
て
も

引
き
続

き
当
該

事
業
所

に
雇
用
保

険
一
般

被
保
険
者

と
し
て

勤
務
し

て
い
る

労
働

者
の
数

の
合

計
数
を

記
載
し

て
く
だ

さ
い

。

　
㉚
欄

に
は

、
㉘

欄
の

数
又
は
㉙
欄
の

数
の
い

ず
れ
か
少
な

い
数
を

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
①
欄

の
計

画
期
間

中
に
事

業
所
の

廃
止

を
行
う

場
合
、

個
人

事
業
主

又
は
法

人
は
、

雇
用
保

険
適

用
事

業
所

廃
止
届

を
提

出
す
る

際
に
雇

用
促
進

計
画

の
計
画

期
間
中

で
あ
る

旨
公
共

職
業
安

定
所
に

申
し
出

て
く
だ
さ

い
。

　
㉓
欄

に
は

、
他

の
法

令
に
基

づ
く

労
働
者

の
雇
入

れ
を
促

進
す

る
た
め

の
計
画

を
作

成
し
て

い
る
場

合
に
は

「
は

い
」
の

欄
に

、
そ
う

で
は
な

い
場
合

に
は

「
い
い

え
」
の

欄
に
　
☑

を
付

し
て
く

だ
さ
い

。
　

「
は

い
」

の
欄
に

☑
を
付

し
た
場
合

に
は
、

「
計
画

の
名

称
」
欄

に
当
該

計
画
の
名

称
を
記

載
す
る

と
と
も

に
、
「

計
画
の

期
間
」

の
欄
に

当
該

計
画
の

計
画
期

間
を
記

載
し

て
く
だ
さ

い
。

あ
わ
せ
て

、
①

欄
の
計
画
期

間
が
、
㉓

欄
の

計
画
の

何
期
目

に
該
当
す

る
の

か
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
ま
た

、
㉓

欄
の

計
画
の
対

象
と
な

っ
て
い

る
事

業
所
に

つ
い
て

は
、
「
基

準
日
」

の
欄
に
㉓

欄
の
計

画
の
認

定
を

受
け
た

日
（
当

該
事
業

所
が
㉓

欄
の
計

画
（
令

和
６
年

４
月
１
日

以
後
に

認
定
を

受
け
た

も
の
に
限

り
ま

す
。
）
に

従
っ

て
新
設
に

よ
り

整
備
し
た
事

業
所
で

あ
る

場
合
は

、
当
該

事
業
所

を
事

業
の
用

に
供
し

た
日

）
を
記

載
す
る

と
と
も

に
、
そ

の
新

設
に

よ
り

整
備
し

た
事

業
所
に

つ
い
て

は
、
事

業
所

の
名
称

の
あ
と

に
「
新

設
」
と

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
さ
ら

に
、

当
該
計

画
の
対

象
と
な

っ
て

い
る
事

業
所
に

つ
い

て
は
、

「
番
号

」
の
欄

に
○
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
た

だ
し

、
○
を

付
す
の

は
、
当

該
事

業
所
の

「
基
準

日
」
の

欄
に
記

載
し
た

日
か
ら

同
日
の

翌
日
以
後

２
年
を

経
過
す
る

日
ま
で

の
期
間

内
の
日

が
①

欄
の
計

画
期

間
内
に

含
ま
れ

る
事
業

所
に

限
っ
て

く
だ
さ

い
。

　
提
出

す
る

際
に
は

、
㉓
欄
の

計
画
及

び
当
該
計
画

の
計
画

期
間
に

お
け
る

労
働
者
の

増
加
数

等
の
記

載
事
項

が
分
か

る
書
類

を
添
付
し

て
く
だ

さ
い
。

　
㉔
欄

に
は

、
㉑

-
1
欄
の

数
又
は
㉑
-
2
欄
の

数
の
い

ず
れ
か
少
な

い
数
を

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
㉕
欄

に
は

、
①

欄
の

計
画
期

間
中

に
新
た

に
雇
用

し
た
雇

用
保

険
一
般

被
保
険

者
（

当
該
期

間
の
末

日
に
お

い
て

㉓
欄

の
計

画
の
対

象
と

な
っ
て

い
る
事

業
所
の

う
ち
「

番
号
」
の

欄
に
○

を
付
し
た

事
業

所
に
雇
用

保
険

一
般
被
保

険
者

と
し
て
勤
務

し
て
い
る
労
働

者
に
限

り
ま

す
。
）

の
数
の

合
計
数

を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

　
㉖
欄

に
は

、
①

欄
の

計
画
期

間
中

に
新
た

に
雇
用

し
た
雇

用
保

険
一
般

被
保
険

者
の

う
ち
、

労
働
契

約
法
第

1
7
条

第
１
項

に
規

定
す
る

有
期
労

働
契
約

以
外

の
労
働

契
約
を

締
結
し
、

か
つ
、
短

時
間
労

働
者
及

び
有

期
雇
用

労
働
者

の
雇
用
管

理
の
改

善
等
に

関
す
る

法
律
第

２
条

第
１
項

に
規
定

す
る
短

時
間

労
働
者

で
な
い

労
働

者
で
あ

り
、
当

該
期
間

の
末
日

に
お

い
て
㉓
欄

の
計

画
の
対

象
と

な
っ
て

い
る
事

業
所
の

う
ち
「

番
号
」
の

欄
に
○

を
付
し
た

事
業

所
に
雇
用

保
険

一
般
被
保

険
者

と
し
て
勤
務

し
て
い
る
労
働

者
の

数
の

合
計
数

を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

　
㉗
欄

に
は

、
㉔

欄
の

数
又
は
㉖
欄
の

数
の
い

ず
れ
か
少
な

い
数
を

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。

　
㉘
欄

に
は

、
㉔

欄
の

数
か
ら
㉕
欄
の

数
を
控

除
し
た
数
（

０
を
下

回
る
場

合
は
０

）
を
記
載

し
て
く

だ
さ
い

。

　
㉒
欄

に
は

、
①

欄
の

計
画
期

間
の

初
日
（

法
人
の

当
該
期

間
の

初
日
が

㉓
欄

の
「

計
画
の

期
間
」

の
初
日

で
あ

る
場

合
に
は

、
当
該

初
日
が

含
ま
れ

る
事
業

年
度
開

始
の
日
）

か
ら
起
算

し
て
２
年
前
の

日
以

降
に
始
ま

る
事

業
年
度
の
初

日
か
ら
当
該
期

間
の
末
日
ま

で
の
間

（
個

人
事
業

主
に
あ

っ
て
は

当
該

期
間
の

初
日
が

含
ま

れ
る
年

の
前
々

年
の
１

月
１
日

か
ら

当
該

期
間

の
末
日

ま
で

の
間
）

に
お
け

る
事
業

主
都

合
離
職

（
雇
用

保
険
被

保
険
者

資
格
喪

失
届
の

喪
失
原

因
に
お
い

て
、
「

３
　
事
業

主
の
都

合
に
よ

る
離
職

」
に

相
当
す

る
も

の
）
の

有
無
に

つ
い
て

記
載

し
て
く

だ
さ
い

。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
新
様
式
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業

生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
促
進
計
画
の
期
間
の
初
日
が
属
す
る
場
合

に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
雇
用
促
進
計
画
の
提
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
当
該
期
間
の
初
日
が
属
す
る
場
合
に

お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
雇
用
促
進
計
画
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
新
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
労
働
施
策
総
合
推
進
法
施
行
規
則
で
定
め
る
様
式
等
の
改
正
（予
定
）に
つ
い
て

（ご
報
告
）

１
．
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
令
和
５
年
度
で
適
用
期
限
を
迎
え
る
内
閣
府
所
管
の
「
地
方
拠
点
強
化
税
制
（
※
）
」
の
２
年

延
長
と
、
適
用
要
件
の
緩
和
等
が
決
定
さ
れ
た
。

（
※
）「地

方
拠
点
強
化
税
制
」は
、
地
方
創
生
を
目
的
と
し
て
、
東
京
2
3
区
に
あ
る
本
社
機
能
の
地
方
移
転
（移
転
型
）、
又
は
地
方
に
あ
る
本
社
機
能
の
拡
充
（拡
充
型
）

を
進
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
施
設
の
設
備
投
資
に
係
る
減
税
措
置
（オ
フ
ィ
ス
減
税
）
と
、
地
方
で
の
雇
用
創
出
に
係
る
減
税
措
置
（雇
用
促
進
税
制
）
を
実
施
。

地
域
再
生
法
第
1
7
条
の
２
第
３
項
に
よ
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（以
下
「整
備
計
画
」と
い
う
）
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
対
象
。

３
．
雇
用
促
進
税
制
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
「
雇
用
促
進
計
画
」
（
雇
用
者
を
増
や
す
目
標
等
）
を
作
成
し
、
そ
の
達
成
状
況
に

つ
き
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
確
認
を
受
け
、
税
務
署
に
確
定
申
告
す
る
、
と
い
っ
た
手
続
き
が
必
要
と
な
る
。

な
お
、
雇
用
促
進
計
画
の
計
画
期
間
中
は
、
事
業
主
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
労
働
者
の
雇
入
れ
に
係
る
援
助

を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２
．
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
主
な
改
正
内
容
は
以
下
の
と
お
り
（雇
用
促
進
税
制
に
関
す
る
も
の
を
抜
粋
）
。

①
税
制
の
適
用
期
限
に
つ
い
て
２
年
間
延
長
（令
和
8
年
3
月
3
1
日
ま
で
）。

②
雇
用
促
進
税
制
の
対
象
期
間
：
整
備
計
画
認
定
年
度
か
ら
３
年
間
※
⇒

新
設
施
設
で
雇
用
創
出
す
る
場
合
は
、
事
業
供
用
開
始
年
度
か
ら
３
年
間
※

※
 整

備
計

画
の

計
画

期
間

（
最

長
５

年
間

）
に

お
け

る
雇

用
創

出
に

限
る

。

③
事
業
主
都
合
離
職
者
要
件
：
適
用
年
度
を
含
む
過
去
２
年
間
い
な
い
こ
と
⇒

適
用
年
度
を
含
む
過
去
３
年
間
い
な
い
こ
と

④
移
転
型
の
上
乗
せ
措
置
の
対
象
：
有
期
雇
用
又
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
も
対
象
⇒

有
期
雇
用
又
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
税
額
控
除
の
対
象
外

４
．
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
労
働
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
援
助
、
雇
用
促
進
計
画
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
労
働
施
策
総
合
推
進
法
施

行
規
則
附
則
第
８
条
に
規
定
し
て
い
る
た
め
、
今
般
の
税
制
改
正
に
よ
る
適
用
期
限
の
延
長
と
適
用
要
件
の
緩
和
等
を
踏
ま
え
、

主
に
以
下
の
点
に
つ
い
て
改
正
を
予
定
し
て
い
る
。
（
年
度
末
の
公
布
、
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
の
予
定
）

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
雇
用
促
進
計
画
を
活
用
し
た
労
働
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
援
助
の
期
限
を
４
年
間
延
長
※
す
る
。

※
 税

制
改

正
に

よ
り

整
備

計
画

の
認

定
期

限
が

２
年

延
長

さ
れ

、
さ

ら
に

整
備

計
画

４
期

目
、

５
期

目
も

税
制

の
対

象
と

な
る

た
め

雇
用

援
助

の
期

限
を

４
年

延
長

す
る

必
要

が
あ

る
。

②
雇
用
促
進
計
画
の
様
式
に
つ
い
て
、
対
象
施
設
が
新
設
で
あ
る
か
ど
う
か
、
事
業
主
都
合
離
職
が
過
去
３
年
間
に
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
欄
の
追
加
等

記
載
事
項
の
見
直
し
を
行
う
。
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